
１．車線規制期間：　３月２８日（月）２３時３０分から

２．車線規制区間：　一般国道４号　大仏橋（下り線）　左折レーン１車線

３．車線規制対象車両：　全ての車両
　 　

４． その他
・被災箇所が存在する可能性がありますので、道路の走行には十分な注意をお願いします。
・道路の被災等を発見したら、下記へご連絡下さい。

○ 高速道路・国道・県道 ＃９９１０
○ 市町村道 最寄りの市役所、役場へ

国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所 副所長（道路）　向井　秀一

佐々木　章夫

ＴＥＬ　０２４－５４６－４３３１（代表）

ホームページアドレス　http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

《　発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ　》

　　一般国道４号　大仏橋(おさらぎばし)（下り）車線規制の実施
　
　福島河川国道事務所では、平成２３年３月１１日（金）１４時４６分
頃発生した東北地方太平洋沖地震により、災害対策支部（非常体制）を
設置しております。
　大仏橋では、足場を設置して詳細点検を実施した結果、道路を支える
鋼材に亀裂が確認されたため、３月２８日（月）２３時３０分より、下
記のとおり左折レーン１車線を規制しております。
　通行中の皆さまには大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。

福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。

阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は

（内線２０５）

（内線４４１）

記者発表資料

国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所
平成２３年　３月２９日　　１０時００分発表
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道路管理第二課長

問　い　合　わ　せ　先

　　　　　　　　　（福島市渡利字舟場～杉妻町　地内）



一般国道４号
大仏橋（おさらぎばし）

至　東京

至　仙台
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